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●第 11 回 PHR 協会講演会 話題提供 2 

 

PHR の相互運用性を考慮した産官学における検討状況 

 

中島 直樹 

（九州大学病院副院長／MIC センター長／前日本医療情報学会長） 

 

PHR は複数の健康医療情報を統合管理するツール 

 

PHR 相互運用性、標準化の話しをさせていただきます（スライド 1、2）。 
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まず、PHR というのは個人によりイメージが違い、広すぎるので最初に確認させて

いただきたい。私は、PHR は複数の健康医療情報を統合管理するツールだと思ってい

ます（スライド 3）。先ず日本には、紙なのですが PHR の古い歴史があります。母子健

康手帳は 80 年前から使用されており、80 歳のおじいさん、おばあさんが持っている

可能性があります。それからお薬手帳ですが、これは 2000 年から診療報酬化されま

した。1977 年には糖尿病連携手帳が配布されるようになっています。また放射線安全

管理手帳というものも安全衛生法の関係であると聞いています。それから、最近は以

前は手入力だったものが IoT から様々な日常的な情報が入ってきます。それも PHR に

入ります。さらに最近は医療機関と連携して検査結果や病歴情報が、あるいは行政と

連携してマイナポータルから特定健診情報などを取り出すことができ、それらが融合

して、PHR は患者さんの情報だけでなく、健康な人の情報が中心になってくるなど、

今やマイナポータルの情報は国民全体に対するもので、あるいは市民全体に対してで、

その中の患者がデータを見たり取り出したり、バックアップしながら便利に使ってい

くようなものだろうと思っています。 
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急激なデジタルヘルスの動き 

 

 
 

もうひとつ別の言葉で最近はデジタルヘルスというものがあります。これは医療・

ヘルスケア領域全体の電子化の話です。電子カルテ、もちろん PHR、遠隔医療、AI、

ロボット医療、バーチャルリアリティーなど全部ですから、非常に市場規模も大きく

なって。スライド 4 の画にあるように、健康領域を全部含んでいて大きくなっていま

して、その中の医療、さらに最近われわれがやっているのはデジタル治療（DTｘ）で

す。 
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以前は PHR は PHR と言っていたのですが、このデジタルヘルスはまた別の発展を経

て、PHR は 1 ユーザーに 1PHR です（スライド 5）。色々なところに PHR が及びます（ス

ライド 6）。 
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まずご紹介したいのはヘルスケア領域です。米国で非常に動いていまして、メンタ

ルヘルスケアは 190 ヵ国以上で 6,000 万人以上のユーザーがいます。睡眠薬などの対

応アプリも 1 億回のダウンロードです。有料ユーザー数は 400 万人を超えています

（スライド 8）。 
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もうひとつはデジタル治療が日本でも非常に進んでいます。これを説明する前に、

まず PHR の治療アプリとの関係をお話ししたいと思います（スライド 9）。 

PHR というのはパーソナルヘルスレコードですから、ある意味ではデータベースを

指しています。今は PHR はまだまだ手入力が多いのですが、これはいずれ信頼のある

PHR からデータを入れるという時代になってくると思いますが、そういう意味ではこ

の PHR というデータベース上で PHR はあるわけで、あるいは治療用アプリがある、診

断書があるというようなことですが、その中で PMDA の承認が必要なものはプログラ

ミング医療機器ですが、それ以外にも承認の必要がないアプリがあるということです。 

プログラミングを必要とする医療機器の中の治療アプリですが、米国で糖尿病の患

者向けアプリとして BlueStar という有名なアプリが 2010 年に治験を経て FDA（Food 

and Drug Administration：アメリカ食品医薬品局）の承認を受けています。すでに

色々な効果判定も出ています。 
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2019 年にはアステラス製薬が日本などで商業化に関する契約を締結して、盛んに

進めています。（スライド 10）。 
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スライド 11 が 、日本で初めて薬事承認された治療アプリです。CureApp SC という

禁煙治療アプリで、2020 年 12 月に保険申請がされましたが、禁煙治療薬のバレニク

リンと併用して使用されるので、純粋な治療アプリではなく、処方という訳ではない

が、日本でもアプリが3割負担で処方される時代にすでに入っているということです。 
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さらに今年の 4月から単独の治療アプリが保険収載されました。高血圧治療アプリ

です。2021 年 5 月に申請され今年 4月に正式承認されました。さらに不妊症の治療ア

プリも今申請されています。あるいはいくつかの生活習慣病のアプリが今後出てくる

と考えられています（スライド 12）。 

そういうようにすでに保険診療上で処方せん治療アプリが承認されて、これはかな

り画期的なことだと思います。 
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その他にも電子版のお薬手帳が 48％の薬局に導入され QR コードを出しています。

まだ利用者は 20％にもいかないのですが、かなり進んでいます。それから自己血糖測

定がかなり進化していますが、これも IoT データ管理アプリの蓄積があるのですが、

かなり広く普及をしつつある。その中には Edutainment なども入っています（スライ

ド 13）。 
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生活習慣病関連 PHR（DTx を含む）への期待と課題 

 

こういうように期待がふくらんでいます。今までは食事療法、運動療法、薬剤療法

が 3本柱で、こういう情報と言いますかデジタル技術は、それを支援するものだった

のですが、今や 4本目の柱として、先ほどの治療アプリなどはそれだけで治療になる

のです。これはずいぶん大きな変化です（スライド 14、15）。 
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さらに DTｘですが、この中で医療者と患者さんがつながる。行政と市民がつながる。

エンゲージメントということです。企業と雇用者がつながることは、雇用者エンゲー

ジメントと言われたりしますが、まさに双方向のツールで、さらには先ほどの PHR が

医療と連携し始めると言いましたが、これが接続することによって大きな全国医療基

盤がうまくいき、さらに 2次利用で大規模データ解析ができるようになります（スラ

イド 16）。 
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しかし課題がたくさんあります。まずはデータポータビリティがないということで

す。たとえばある PHR を 5 年なら 5年使って、データを蓄積したら、企業が潰れてし

まったらデータはほぼ消えてしまいます。これがいちばん大きな課題だと思いますが

その他にもたくさん課題があります（スライド 17）。 
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スライド 18 は日本の論文ですが､PHR を使いたいと思うか 2,307 人に調査して、半

数以上は「使いたくない」と答えています。理由は「時間や手間がかかる」「必要を感

じない」「セキュリティの懸念」です。 
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スライド 19 は、すでに薬局で治療を受けている患者さんの中で PHR を使っている

174 人で 10％にも満たないのですが、その中で満足している人は、｢処方薬｣について

は満足しています。｢検査値｣や「家庭での測定値」｢服薬アドヒアランス｣｢受診日記

録｣などは、期待と実際が乖離しています。 
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まずは課題としては、臨床側視点、患者視点の取り込みの遅れは事実だろうと思い

ます。先ほど言いましたように｢相互運用性の意識の低さ｣もありますが、これはなか

なか難しい。相互運用性があれば連絡などは解決されていくだろうと思いますが、こ

の課題が解決されておらず、たとえば手入力でないとデータが入ってこない。医師に

PHR の情報を見せるのは、現状は Web システムしかないのですが、たくさんの PHR が

診察室の電子カルテ端末から見ようとすると電子カルテのネットワークにたくさん

穴が開いてしまうという問題があります（スライド 20）。 
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これがなかなか難しいのは、ひとつは患者さんである市民の PHR を取りまくステー

クホルダーがかなり広いのです。センサーデバイス事業者、それから PHR 事業者、も

ちろん行政自身、介護事業者、保険者、またそれをつなぐ役割を持つ医療情報担当者

などです（スライド 21）。 
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これらは見える範囲では比較的限られます。センサーデバイスの方は医師が使うと

ころまでは意識しない。逆に医者はなかなか遠くまで手が届かない。しかしながら患

者さんが便利に使っていただくためには、全体の最適を考えなければなりません（ス

ライド 22）。 
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PHR の相互運用などに関連する産官学の活動 

 
 

実は PHR の相互利用性を担保するために活動している学会などはけっこうたくさ

んあります（スライド 23）。この PHR 協会などもまさにそうで、PHR 普及推進協議会

はかなり広いステークホルダーを見据えて一生懸命に普及推進を進めています。経産

省は、6 月に PHR サービス事業協会を作りました。先ほどの図のいちばん左側にあっ

たセンサー事業者、それから PHR 事業者などの事業者だけで作っている団体です。そ

れから臨床団体が学会を中心として臨床的な数値やPHR推奨設定というPHRという名

前をつけていますが、それらがあって、それぞれを行政がしっかりとサポートしてい

ただいているのですが、これからこれらがしっかりと連携していくことが課題になり

ます。それから直接は PHR と書いてありませんが、その他、多数の団体があり、色々

な医療情報の標準化を進めていて、その中のターゲットの一つが PHR でもあります。 
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スライド 24 は､PHR 協会のホームページです。 

スライド 25 は、PHR 普及推進協議会です。 
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スライド 26 が、PHR サービス事業協会（仮称）で、まだ本当に立ち上がっているわ

けではないと聞いていますが、こうしてたくさんの事業者が集っています。 
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スライド 27 は、学会連合によるもので、数値なども標準的なクリニカルガイドラ

インから推奨セットを作っています。さらにこのようなものを、例えばメンタルヘル

スであれば、精神科と心療内科の先生方が臨床的な標準を作っていくのだと思います。 
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6 月 1 日に「骨太の方針 2022」が出ましたが、この中にかなり健康医療情報に関す

る話が入っています。 

まずオンライン資格確認を2023年度から、来年4月から原則義務化していきます。 



25 

 

 
 

マイナンバーカードを保険証代わりにして医療機関や薬局の端末にかざすと被保

険者の有効性がその瞬間に確認される。これにより医療機関は未収金がなくなります。

そういうメリットがあるのですが、同時に患者さんが同意すれば、オンライン資格の

マイナンバーカードには薬剤情報などが入っていますが、これを主治医や薬局の薬剤

師さんに見てもらうことになります。これはすでに始まっていましてかなり大きな仕

事になります。まだまだ全国的な普及ではないのですが、少なくともオンライン資格

確認自体は、医療機関にはかなりメリットがあり、相当のスピードで進むと思います。 
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オンライン資格確認ネットワーク基盤について、骨太の方針では、ひとつは全国医

療情報プラットホームの創設、さらには電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定 Dx を

進めるということです。 
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ほぼ同じ時期に出ました自民党の政策提言で、この内容と骨太の方針は非常に近く、

今行われている厚労省系の色々な委員会の内容にも沿っているので、これは参考にな

るのかなと思います。1 にあるように全国医療情報プラットホームの創設。また電子

カルテ情報の標準化は、国際標準 HL7 FHIR を活用して 3 文書（診療情報提供署、退

院時サマリー、健診結果報告書）とスライドにあるような 6情報を流通させるように

なっています。 

さらに一次利用でこれを進めていくのですが、二次利用視点も入れて、標準化計画を

明確にしていきます。また標準コード・マスタの推進・維持管理体制の強化を図りま

す。診療報酬改定 Dx との整合性をとることになっています。 
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さらに電子カルテの普及率はまだ 50％しかないのですが、2030 年には 100％にし

て、電子カルテ未導入の 50％の医療機関に補助金を使って導入を図ります。 

それから電子カルテの要件は、もちろん患者さんがPHRを使って閲覧するのですが、

もうひとつは介護事業者との連携を図ります。また患者同意を全国で統一します。 
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オンライン資格確認ネットワーク基盤です。まずここにマイナポータルが入ります。

この中に特定健診や薬剤情報が入ります。これは患者さんが自分でスマホでデータを

閲覧して使うことから、患者さんとの同意によって医療機関でも見ることができると

いうことは、先ほどもお話ししましたが、来年の 1月からは医療機関、調剤薬局が処

方情報と調剤情報のやり取りをします。それからさらにこのネットワーク基盤を使っ

て、先ほど言いました 3文書・6情報を HL7 FHIR 基盤を用いてやることが今回進めら

れています。 

つまりこれを使えば医療機関同士の情報連携ができ、医療機関と調剤薬局、さらに

は医療機関と患者さんの情報が往き来して、健診、検索の結果が患者さんにいくこと

になりますし、全国には 200 ほどの地域医療ネットワークがありますが、これがなか

なか相互に連携しないので困っているのですが、やはりこれはネットワーク基盤が連

携することによって、相互に連携していくことが期待はされます。ただ標準規格であ

る HL7 FHIR を採り入れないとそのようには進まないと思います。 
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HL7 FHIR は実際に実装のための規格モデルが最近示されて、世界的標準の最新は

R4.0.1 で、これが決まったのが 2019 年 10 月です。国内の社会的実装のため に必要

な JP-CORE が決まったのが 2021 年 12 月ということで、まだ 1年経っていません。そ

の数ヵ月後の今年の 3月に厚生労働省標準がかなり速いスピードで作られました。そ

ういう意味では厚生労働省は本気で進めていることが分かります。 
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これもひとつの根拠ですが、そういう状況でありながら今年の診療報酬改定では、

診療録管理体制加算の要件の中に毎年 7 月に標準規格の導入に係る取組状況につい

て届け出るというものが入りました。いちばん下の⑥は「HL7 FHIR への対応予定」と

いうことで、｢対応予定｣・｢対応予定なし｣ということで報告させます。おそらく将来

的にはそれが診療録管理体制加算の条件になってくるのではないかと思います。 
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われわれは 3 文書・6 情報に近いものを、厚労科研を使って病院とマイナポータル

で、オンライン資格確認上の FHIR 基盤を使って HL7 FHIR でやり取りするというよう

な実装を今行っていて、もうすぐ福岡市でこの実証事業を行うことを今週プレスで発

表しました。 
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国策で進んでいるのですが、たとえばですがデジタルヘルスというのは、電子カル

テや PHR、あるいはオンライン診療ですが、それぞれ単独で考え出されましたが。 
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実は PHR は社会にも少しずつ普及している状況にありますし、オンライン診療は今

年４月の診療報酬改定で相当に緩和を行いました。もちろんコロナで緩和はあったの

ですが、それに匹敵するぐらいの、それが続くぐらいのかなりの緩和になりますし、

電子カルテ配備も 50％を切るぐらいから 100％近くに進んでいて、地域医療情報連携

ネットワークとの連携が期待されています。さらにはマイナポータルの連携が昨年の

10 月から始まっています。治療アプリに関しては 4 月に高血圧の単独での治療アプ

リが保険収載され、AI もあちらこちらに小さな病院で置かれ始めていて、バーチャル

リアリティーやロボット手術などもあって、これら単品としては随分と進んでいる。

おそらくひとつひとつが分離独立して進むのではなくて一体として進んでいく、たと

えばオンライン診療をする時に PHR があればまったく効率が違うわけです。その時に

またマイナポータルで API 連携でデータを取得する、そうすると更にこういうものを

重ねていき、組み合わせていくと今の対面診療よりも非常に情報リッチになって効率

がよくなってくる。ひとつだけで考えるのではなく、デジタルヘルス全体として考え

るとうまくいっている。 
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今年の AMED の治験システム開発ですが、家庭にいながら治験ができる分散型治験

で、COVID-19 の重症化予防薬で注目されているのですが、赤いフォルダーが家などの

医療情報で白いところは医療機関ですが、一連の治験の流れの中で赤い文字のところ

は患者さん側です。先ほど言ったデジタルヘルスが相当組み合わさって行われるも治

験があり、実際に行われている。 
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その中でも Dynamic Consent は非常に大事な提供アプリだろうと思います。今まで

健康医療情報の場合、紙で個別同意を取得していたが、昨年他の情報と同じように e-

consent が許されるようになって、スマホ上でいつでも自由に同意を取ったり撤回す

ることができるようになった。そういうものが Dynamic Consent で、商用でのデータ

２次利用もこれでできるようになります。 
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先ほどのデータヘルス集中改革は一次利用のネットワークですけれどもデータが

流通し始めると急激に標準化されてきます。そうすると一つは匿名化されて、例えば

臨床で活用される、あるいは次世代医療基盤法の匿名化の場合、非常に大きな役割を

果たすと思います。もうひとつは、患者さんはスマホで Dynamic Consent を使ってそ

れを活用していく、つまりすでにわれわれはAMAZONや楽天でやっていることですが、

健康医療情報など同意を得て、それを使ってもらいながらクーポンをもらったりはポ

イントをもらったりしている。それと同じような形で、医療でも新しい薬の情報をも

らったり、副作用の情報がきたり、健診の情報もきたりして、あるいはクーポンやポ

イントはもらえたし、そういうふうな時代が来たということで、両方で進んでいって

もらうということです。（スライド 39）。 


